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事 業 所
の 名 称

事 業 所
の 所 在 地

申請者の名称および
代表者の氏名または
開 設 者 の 氏 名

主 た る 事 務 所
の 所 在 地

介 護 保 険
事業所番号 廃止年月日

華頂会居宅介護
支援事業所

大津市大萱七丁目
７番２号

医療法人華頂会
理事長 加藤守彦

大津市大萱七丁目
７番２号 2510102599 平成 19. 10. 3

大津居宅介護支
援センター

大津市大萱七丁目
７番３号

医療法人華頂会
理事長 加藤守彦

大津市大萱七丁目
７番２号 2570100145 平成 19. 10. 3
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告 示

滋賀県告示第573号

介護保険法 (平成９年法律第123号) 第46条第１項の指定居宅介護支援事業者として指定した者のうち､ 次の者

から廃止の届出があった｡

平成19年10月24日

滋賀県知事 嘉 田 由 紀 子

滋賀県告示第574号

滋賀県建設工事請負契約約款 (平成８年滋賀県告示第221号) の一部を次のように改正する｡

平成19年10月24日

滋賀県知事 嘉 田 由 紀 子

第46条の２第１項中 ｢10分の１｣を ｢10分の２｣に改める｡

付 則

この告示は､ 平成20年１月１日から施行する｡

公 告

都市計画法に基づく開発行為に関する工事完了公告

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第36条第１項の規定に基づく開発行為に関する工事の完了届に対し､ 同条

第２項の規定に基づき､ 次のとおり検査済証を交付した｡
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この公報は､ 再生紙を使用しています｡



開発許可を受けた者
の 住 所 ・ 氏 名

開 発 区 域 の 名 称 面 積
検 査 済 証

交付年月日 番 号

蒲生郡竜王町薬師565
寺島正

蒲生郡竜王町大字薬師字沖ノ後
565､ 565－ 1､ 566－1､ 567－2

445. 08 ㎡ 平成 19. 10. 16 006401

高島市鴨1568－1
河内剛

高島市鴨字居屋野町3452､ 3453
の一部

3, 133. 64 ㎡ 平成 19. 10. 16 006402

ページ 行 誤 正

965 3 斉藤俊信 斎藤俊信

発行人・発行所 滋 賀 県 大津市京町四丁目１番１号
印 刷 ㈲ハン六タイプ 大津市中央一丁目６番21号

購読料 １箇年 27, 600 円

平成19年10月24日

滋賀県知事 嘉 田 由 紀 子

公 安 委 員 会 告 示

滋賀県公安委員会告示第109号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和23年法律第122号) 第26条の規定による行政処分につ

いて､ 同法第41条第１項の規定に基づき次のとおり聴聞を行う｡

平成19年10月24日

滋賀県公安委員会委員長 宮 川 孝 昭

１ 不利益処分の名あて人となるべき者の氏名 有限会社ヤマト 代表取締役 山内貢

２ 聴聞の日時 平成19年11月７日�午前11時15分から

３ 聴聞の場所 大津市京町四丁目１番２号 滋賀県警察本部

正 誤

平成19年10月15日付け第2851号指定管理者公募公告中
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